
 国 不 建 第 １ ４ ８ 号

 国不建振第２２１号

 令和８年１月３０日

 

 

 　一般財団法人建設業振興基金理事長　殿　

 

 

 

 国土交通省不動産・建設経済局長    　　　 

                                              　　（公印省略）

 

 

 地域建設業経営強化融資制度の延長について

 

　貴基金におかれては、建設業の資金調達の円滑化を推進するため、地域建設業経営強

化融資制度（以下「本制度」という ）の適正な運用に努めていただいているところで。

 ある。

　今般、建設企業の資金調達の円滑化を図り、もって地域の社会維持活動に寄与するた

め、本制度を延長することとした。このことに伴い 「地域建設業経営強化融資制度の、

拡充及び延長について （平成22年12月14日付け国総建第214号、国総建整第209号）に」

おける社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を本制度の対象工事に追加する措

置についても延長することとし、下記によることとしたので、その取扱いに遺漏なきを

期するとともに、債権譲渡先及び対象工事を発注する民間事業者に対し、新事業を含め

 た本制度の活用のため周知徹底を引き続き図られたい。

　なお、本制度の延長については、別添のとおり、関係者あてに通知したところである

 ので、念のため申し添える。

 

 記

 

　「地域建設業経営強化融資制度の拡充及び延長について （平成22年12月14日付け国」

 総建第214号、国総建整第209号）の一部を次のように改正する。

 附則中「令和８年」を「令和１３年」に改める。

 

 　　　附　則

 　　この通達は、令和８年４月１日から適用する。



○「地域建設業経営強化融資制度の拡充及び延長について」の一部改正新旧対照表 

 

○「地域建設業経営強化融資制度の拡充及び延長について」（平成22年12月14日付け国総建第214号、国総建整第209号） 

改     正     案 現          行 
記 

 

１． 新事業の概要   

 新事業は、社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工し

ている中小・中堅元請建設業者（原則として資本の額又は出資の総額が 20
億円以下又は常時使用する従業員の数が 1500 人以下の建設業者とし、以下

「中小・中堅元請建設業者」という。）から記２(5）に規定する債権譲渡先

（以下「債権譲渡先」という。）への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認

め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が融資を行うに当たって金融機

関から借り入れる転貸融資資金（中小・中堅元請建設業者に対する電子記録

債権（電子記録債権法（平成19年法律第102号）第2条第1項に規定する電

子記録債権をいう。以下同じ。）の発行及び特定目的会社に対する電子記録

債権発行に関する指示をした場合において金融機関が債権譲渡先に対して開

設する割引極度等を含む。）については、一般財団法人建設業振興基金が債

務保証を行うことができるものとする。また、債権譲渡先の転貸融資と併せ

て金融機関が中小・中堅元請建設業者に対して当該工事に係る融資を行う場

合に、保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法

律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）が

同法第19条第１号に基づき、記３に規定する保証範囲内において金融保証を

行うことができるものとする。 

 

 

２． 債権譲渡関係 

 (1) 債権譲渡の対象債権 

 社会全体の効用を高める施設に関する民間工事に係る工事請負代金債

権を対象とする。 

 社会全体の効用を高める施設に関する民間工事とは、電気事業、ガス事

業、鉄道事業、電気通信事業、社会福祉事業、教育事業及び医療事業の用

に供する施設その他の一般財団法人建設業振興基金が認めた施設に関す

記 

 

１． 新事業の概要   

 新事業は、社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工し

ている中小・中堅元請建設業者（原則として資本の額又は出資の総額が 20
億円以下又は常時使用する従業員の数が 1500 人以下の建設業者とし、以下

「中小・中堅元請建設業者」という。）から記２(5）に規定する債権譲渡先

（以下「債権譲渡先」という。）への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認

め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が融資を行うに当たって金融機

関から借り入れる転貸融資資金（中小・中堅元請建設業者に対する電子記録

債権（電子記録債権法（平成19年法律第102号）第2条第1項に規定する電

子記録債権をいう。以下同じ。）の発行及び特定目的会社に対する電子記録

債権発行に関する指示をした場合において金融機関が債権譲渡先に対して開

設する割引極度等を含む。）については、一般財団法人建設業振興基金が債

務保証を行うことができるものとする。また、債権譲渡先の転貸融資と併せ

て金融機関が中小・中堅元請建設業者に対して当該工事に係る融資を行う場

合に、保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法

律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）が

同法第19条第１号に基づき、記３に規定する保証範囲内において金融保証を

行うことができるものとする。 
 

 

２． 債権譲渡関係 

 (1) 債権譲渡の対象債権 

 社会全体の効用を高める施設に関する民間工事に係る工事請負代金債

権を対象とする。 

 社会全体の効用を高める施設に関する民間工事とは、電気事業、ガス事

業、鉄道事業、電気通信事業、社会福祉事業、教育事業及び医療事業の用

に供する施設その他の一般財団法人建設業振興基金が認めた施設に関す



る工事とする。 

 ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事に係る工事請

負代金債権は対象外とする。 

 

 (2) 譲渡債権の範囲 

 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合にお

いては､本件工事請負契約書（公共工事標準請負契約約款(昭和 25 年２月

21 日中央建設業審議会決定)に従い作成された契約書である場合を想定す

る。以下同じ。）第 31 条第２項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分

に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工

事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額と

する。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事

請負契約書第 50 条第１項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来

形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金

額を控除した額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書において

明らかにするものとする。 

 また、中小・中堅元請建設業者と債権譲渡先との間の債権譲渡契約にお

いて、請負代金額に増減が生じた場合には中小・中堅元請建設業者が債権

譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知しなければなら

ない旨を定めることとする。 

 

  (3)  債権譲渡を承諾する時点 

 当該工事の出来高が、前払がなされた金額以上に到達したと認められる

日以降とする。ただし、前払がなされない工事にあっては、この限りでな

い。 

 

 (4) 承諾権限 

中小・中堅元請建設業者が債権譲渡を行うに当たっては、発注者の承諾

を得るものとする。 

 

 (5) 債権譲渡先 

 債権譲渡先は、事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。）

又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中

る工事とする。 

 ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事に係る工事請

負代金債権は対象外とする。 

 

 (2) 譲渡債権の範囲 

 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合にお

いては､本件工事請負契約書（公共工事標準請負契約約款(昭和 25 年２月

21 日中央建設業審議会決定)に従い作成された契約書である場合を想定す

る。以下同じ。）第 31 条第２項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分

に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工

事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額と

する。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事

請負契約書第 50 条第１項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来

形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金

額を控除した額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書において

明らかにするものとする。 

 また、中小・中堅元請建設業者と債権譲渡先との間の債権譲渡契約にお

いて、請負代金額に増減が生じた場合には中小・中堅元請建設業者が債権

譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知しなければなら

ない旨を定めることとする。 

 

  (3)  債権譲渡を承諾する時点 

 当該工事の出来高が、前払がなされた金額以上に到達したと認められる

日以降とする。ただし、前払がなされない工事にあっては、この限りでな

い。 

 

 (4) 承諾権限 

中小・中堅元請建設業者が債権譲渡を行うに当たっては、発注者の承諾

を得るものとする。 

 

 (5) 債権譲渡先 

 債権譲渡先は、事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。）

又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中



小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信

用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金

が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設

業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。 

 

 (6) 債権譲渡の対抗要件 

 債権譲渡が中小・中堅元請建設業者の倒産等の兆候（１回目の手形不渡

等）がない有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付ある承諾を得

ることで第三者に対抗できる。 

 

（参考）○民法施行法（明治31年法律第11号）（抄） 

第５条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス 

一 （略） 

二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シ

タルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス  
三～六 （略） 

②・③ （略） 

 

 (7) 履行保証との関係 

 履行保証を付した工事のうち、発注者が役務的保証を必要とするものに

ついては新事業の対象外とする。 

 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等

の承諾が必要とされる場合には、中小・中堅元請建設業者はあらかじめ保

証人等の承諾を得ることとする。 

 

 (8) 融資時の出来高確認 

 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認す

る必要があるが、この場合の出来高査定は、原則として債権譲渡先が行う

こととする。ただし、実情に応じて発注者が行うことも差し支えない。 

 

 (9) 譲渡債権が担保する範囲 

 新事業に係る譲渡債権は、債権譲渡先の中小・中堅元請建設業者に対す

る当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して当該中

小・中堅元請建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保する

小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信

用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金

が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設

業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。 

 

 (6) 債権譲渡の対抗要件 

 債権譲渡が中小・中堅元請建設業者の倒産等の兆候（１回目の手形不渡

等）がない有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付ある承諾を得

ることで第三者に対抗できる。 

 

（参考）○民法施行法（明治31年法律第11号）（抄） 

第５条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス 

一 （略） 

二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シ

タルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス  
三～六 （略） 

②・③ （略） 

 

 (7) 履行保証との関係 

 履行保証を付した工事のうち、発注者が役務的保証を必要とするものに

ついては新事業の対象外とする。 

 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等

の承諾が必要とされる場合には、中小・中堅元請建設業者はあらかじめ保

証人等の承諾を得ることとする。 

 

 (8) 融資時の出来高確認 

 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認す

る必要があるが、この場合の出来高査定は、原則として債権譲渡先が行う

こととする。ただし、実情に応じて発注者が行うことも差し支えない。 

 

 (9) 譲渡債権が担保する範囲 

 新事業に係る譲渡債権は、債権譲渡先の中小・中堅元請建設業者に対す

る当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して当該中

小・中堅元請建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保する



ものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が中小・中堅元請建設業者に

対して有するその他の債権を担保するものではない。 

 

 (10) 債権譲渡の通知 

 中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先は発注者による債権譲渡の承

諾を受け、債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて発注者に

債権譲渡通知書を提出することとする。 

 

 (11) 工事請負代金の振込先の変更について 

 発注者は債権譲渡通知書を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲

渡先の指定口座に変更することとする。 

 

 (12)  支払計画等の提出 

 中小・中堅元請建設業者は債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申

請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度

に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画

を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認することとしている。

また、保証事業会社においては債権譲渡先から、支払状況及び支払計画

の写しを受けて確認することとしている。 

 

 

３．保証事業会社による金融保証の保証範囲 

  本制度における保証事業会社による金融保証は、保証事業会社の保証を受け

て前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし、保証範囲は、当該工事の

完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

債権譲渡先からの中小・中堅元請建設業者への融資額を控除した金額の範囲内

とする。 

 

４．その他 

本通達に定めのない事項の取扱いについては、「地域建設業経営強化融資

制度について」（平成 20年 10 月 17日国総建第197号、国総建整第154号）

等に準じて、適切に対処されたい。 

 

   附 則 

ものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が中小・中堅元請建設業者に

対して有するその他の債権を担保するものではない。 

 

 (10) 債権譲渡の通知 

 中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先は発注者による債権譲渡の承

諾を受け、債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて発注者に

債権譲渡通知書を提出することとする。 

 

 (11) 工事請負代金の振込先の変更について 

 発注者は債権譲渡通知書を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲

渡先の指定口座に変更することとする。 

 

 (12)  支払計画等の提出 

 中小・中堅元請建設業者は債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申

請時までの当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度

に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画

を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認することとしている。

また、保証事業会社においては債権譲渡先から、支払状況及び支払計画

の写しを受けて確認することとしている。 

 

 

３．保証事業会社による金融保証の保証範囲 

  本制度における保証事業会社による金融保証は、保証事業会社の保証を受け

て前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし、保証範囲は、当該工事の

完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

債権譲渡先からの中小・中堅元請建設業者への融資額を控除した金額の範囲内

とする。 

 

４．その他 

本通達に定めのない事項の取扱いについては、「地域建設業経営強化融資

制度について」（平成 20年 10 月 17日国総建第197号、国総建整第154号）

等に準じて、適切に対処されたい。 

 

   附 則 



 
 

 

 この通達は、平成年22年12月22日から適用することとし、令和13年3月末

日までの間に限り効力を有するものとする。 

 この通達は、平成年 22 年 12 月 22 日から適用することとし、令和 8 年 3 月末

日までの間に限り効力を有するものとする。 



 （改正後の通達全文）

 国 総 建 第 号2 1 4
 国 総 建 整 第 号2 0 9
 平成 年 月 日22 12 14 

 

 

 財団法人建設業振興基金理事長殿

 

 

 国土交通省建設流通政策審議官 　　　         
 

 

 

 地域建設業経営強化融資制度の拡充及び延長について

 

　従来、貴基金におかれては、建設業の資金調達の円滑化を推進するため、地域建設業

経営強化融資制度（以下「本制度」という ）の適正な運用に努めていただいていると。

 ころである。

　建設投資の大幅な減少、厳しい金融環境等により、地域の経済・雇用を支える中小・

中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しており、今般 「円高・デフレ対応のための、

緊急総合経済対策 （平成 年 月 日閣議決定）において、建設業の資金調達の円滑」 22 10 8
 化に係る支援を強化することとされたところである。

　これを受け、本制度の対象工事について、社会全体の効用を高める施設に関する民間

 工事を追加する措置を講じるとともに、事業期間を１年間延長することとした。

　ついては、新たな措置に係る事業（以下「新事業」という ）について、下記に定め。

るところにより、その適正な実施に遺漏なきを期するとともに、債権譲渡先及び対象工

事を発注する民間事業者に対し、新事業を含めた本制度の活用のため周知徹底を図られ

 たい。

　なお、本制度の延長については、別添のとおり、関係者あてに通知したところである

 ので、念のため申し添える。

 

 記

 

 １． 新事業の概要　　 
　新事業は、社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工している中

小・中堅元請建設業者（原則として資本の額又は出資の総額が 億円以下又は常時20
、 「 」使用する従業員の数が 人以下の建設業者とし 以下 中小・中堅元請建設業者1500

という ）から記２( ）に規定する債権譲渡先（以下「債権譲渡先」という ）への。 。5
工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が

融資を行うに当たって金融機関から借り入れる転貸融資資金（中小・中堅元請建設業



者に対する電子記録債権（電子記録債権法（平成 年法律第 号）第 条第 項19 102 2 1
に規定する電子記録債権をいう。以下同じ ）の発行及び特定目的会社に対する電子。

記録債権発行に関する指示をした場合において金融機関が債権譲渡先に対して開設す

る割引極度等を含む ）については、一般財団法人建設業振興基金が債務保証を行う。

ことができるものとする。また、債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が中小・中

堅元請建設業者に対して当該工事に係る融資を行う場合に、保証事業会社（公共工事

の前払金保証事業に関する法律（昭和 年法律第 号）第２条第４項に規定する27 184
保証事業会社をいう。以下同じ ）が同法第 条第１号に基づき、記３に規定する保。 19

 証範囲内において金融保証を行うことができるものとする。

 

 

 ２． 債権譲渡関係 
 　( )　債権譲渡の対象債権1

　社会全体の効用を高める施設に関する民間工事に係る工事請負代金債権を対象と

 する。

　社会全体の効用を高める施設に関する民間工事とは、電気事業、ガス事業、鉄道

事業、電気通信事業、社会福祉事業、教育事業及び医療事業の用に供する施設その

 他の一般財団法人建設業振興基金が認めた施設に関する工事とする。

　ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事に係る工事請負代金債

 権は対象外とする。

 

 　( )　譲渡債権の範囲2
　譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては､

本件工事請負契約書（公共工事標準請負契約約款(昭和 年２月 日中央建設業25 21
審議会決定)に従い作成された契約書である場合を想定する。以下同じ ）第 条。 31
第２項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払

金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に

基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合にお

いては、本件工事請負契約書第 条第１項の出来形部分の検査に合格し引渡を受50
けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び

本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除し

た額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書において明らかにするものと

 する。

　また、中小・中堅元請建設業者と債権譲渡先との間の債権譲渡契約において、請

負代金額に増減が生じた場合には中小・中堅元請建設業者が債権譲渡先に変更後の

 工事請負契約書の写しを提出して通知しなければならない旨を定めることとする。

 

   3   ( ) 債権譲渡を承諾する時点

　当該工事の出来高が、前払がなされた金額以上に到達したと認められる日以降と

 する。ただし、前払がなされない工事にあっては、この限りでない。



 

 　( )　承諾権限4
中小・中堅元請建設業者が債権譲渡を行うに当たっては、発注者の承諾を得るも

 のとする。

 

 　( )　債権譲渡先5
　債権譲渡先は、事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。以下同じ ）又は。

建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建

設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件

を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間

事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸

 付事業を行う者とする。

 

 　( )　債権譲渡の対抗要件6
　債権譲渡が中小・中堅元請建設業者の倒産等の兆候（１回目の手形不渡等）がな

い有効な時期になされ、かつ、発注者の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に

 対抗できる。

 

 （参考）○民法施行法（明治 年法律第 号 （抄）31 11 ）

 第５条　証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス

 一　（略）

二　登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ

 其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス  
 三～六　（略）

 ②・③　（略）

 

 　( )　履行保証との関係7
　履行保証を付した工事のうち、発注者が役務的保証を必要とするものについては

 新事業の対象外とする。

　保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が

必要とされる場合には、中小・中堅元請建設業者はあらかじめ保証人等の承諾を得

 ることとする。

 

 　( )　融資時の出来高確認8
　融資時の譲渡債権の担保価値を査定するには、融資時の出来高を確認する必要が

あるが、この場合の出来高査定は、原則として債権譲渡先が行うこととする。ただ

 し、実情に応じて発注者が行うことも差し支えない。

 

 　( )　譲渡債権が担保する範囲9
　新事業に係る譲渡債権は、債権譲渡先の中小・中堅元請建設業者に対する当該工



事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して当該中小・中堅元請建設業者

に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は

保証事業会社が中小・中堅元請建設業者に対して有するその他の債権を担保するも

 のではない。

 

 　( )　債権譲渡の通知10
、　中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先は発注者による債権譲渡の承諾を受け

債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて発注者に債権譲渡通知書を提

 出することとする。

 

 　( )　工事請負代金の振込先の変更について11
　発注者は債権譲渡通知書を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指

 定口座に変更することとする。

 

 　( ) 支払計画等の提出12   
　中小・中堅元請建設業者は債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時まで

の当該工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係

る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を債権譲渡先に提出し、債

権譲渡先において確認することとしている。また、保証事業会社においては債権

 譲渡先から、支払状況及び支払計画の写しを受けて確認することとしている。

 

 

 ３．保証事業会社による金融保証の保証範囲

　　本制度における保証事業会社による金融保証は、保証事業会社の保証を受けて前払

金の支払を受けた工事を対象とすることとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する

資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先からの中

 小・中堅元請建設業者への融資額を控除した金額の範囲内とする。

 

 ４．その他

本通達に定めのない事項の取扱いについては 「地域建設業経営強化融資制度につ、

いて （平成 年 月 日国総建第 号、国総建整第 号）等に準じて、適切」 20 10 17 197 154
 に対処されたい。

 

 　　　附　則

　この通達は、平成年 年 月 日から適用することとし、令和 年 月末日まで22 12 22 13 3
 の間に限り効力を有するものとする。


